
１　総括

）
①給料減額率　　５％（医療職（１）、医療職（４）、教育職給料表適用者は除く）

      ３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、

（手当）
（その他）

24年度

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、
 　　　 国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したのものである。

342

②給料減額率　１０％（市長・副市長・教育長）

Ｈ25.4.1ラスパイレス指数

実　施
　減額実施期間　①平成25年4月1日～平成26年3月31日
　　　　　　　　　　　②平成25年7月1日～平成26年3月31日

抑制済又は減額措置の内容

      　　職員数には当該職員を含んでいない。

（給料）

（給与減額の状況）

国の要請等を踏まえた
減額措置の取組

減額実施期間又は減額を実施していない場合はその理由

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

区　分

千円千円

期末・勤勉手当

29,062

職員数

人 千円

Ａ

（参考）類似団体平均

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、２４年４月１日現在の人数である。

（４）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（３）特記事項

一人当たり給与費　　計　　Ｂ

千円

222,442 488,609 5,7031,993,437 5,829

千円

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

給　 料 職員手当

千円

（参考）一人当たり

給与費　　 　B/A

（24年度末）

人 件 費

％

3,535,174

Ｂ／Ａ　　　　　　Ｂ

人

壱岐市の給与・定員管理等について

23年度の人件費率

（参考）
区　分

人 件 費 率歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口 実 質 収 支

24年度

 　　　 適用職員の俸給月額を100として計算した指数。

　　　３　「参考値」は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定・臨時特例法による給与削減措置が
　    　無いとした場合の値である。

％

13.817.0

千円 千円 千円

570,80020,824,364

1,282,386

101.8 （参考値 94.0

(H20.4.1) 

97.4  (H20.4.1) 

95.2  

(H20.4.1) 

98.3  

(H25.4.1) 

101.8  

(H25.4.1) 

104.6  

(H25.4.1) 

106.6  
(H25.4.1) 

※参考値 

94.0  

(H25.4.1) 

※参考値 

96.6  

(H25.4.1) 

※参考値 

98.5  

(H25.7.1) 

101.1  

(H25.7.1) 

101.3  

(H25.7.1) 

104.0  

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

壱岐市 類似団体平均 全国市平均 
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

円 円

円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 歳

歳 歳

歳 歳

歳 歳

　　　　③税務職

歳 円 円 円

円 円

円 円

歳 円 円 円

　　　　④福祉職

歳 円 円 円

円 円

円 円

歳 円 円 円

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２５年４月１日現在）

―

―

国（減額後）

―

304,299

国（減額前）

316,144330,602306,808

337,077347,268

―

291,892

321,800

平均給料月額

(325,848)

40.2 296,600

―

345,923

365,269 312,224

449,465

―

平均給料月額

314,445

平均給与月額
平均給与月額

344,687
―

(368,214)

―
(444,869)

412,410

347,747372,860

長 崎 県 ―

平均年齢
平均給与月額

平均給与月額
（国比較ベース）

長 崎 県

　 支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

38.8

(405,463)

342,758

370,537

376,257

国（減額前）
43.1 歳

(332,446)

区　　分

3,272人

国（減額後）

平均給与月額

（国比較ベース）

335,893

43.1

322,05142.8

壱 岐 市

国（減額後）

43.7

区　　分

類似団体

43.8

区　　分 平均年齢

5,864,500円

類似団体

壱 岐 市

―

※年収ベースの「公務員(Ｃ)」及び「民間(Ｄ)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に

334,443円

Ｃ／Ｄ

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢・業務内容・雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

うち調理師

322,272円

2.1

類 似 団 体

2,854,800円 2.1

―

（国比較ベース）

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。(平成22年～24年の3ヶ年平均)

壱　岐　市

参　　　　　考

年収ベース(試算値)の比較区　　分

公務員 (Ｃ)

5,864,500円 2,854,800円

壱 岐 市

平均年齢

区　　分

公　　　務　　　員

長 崎 県

平均給料月額

円

平均給与月額

平均給与
月額(Ａ)

―
307,220

364,813

414,935

318,200

歳

52.3

52.3

50.6

職員数

306,100円

336,027円

平均年齢

306,100円

平　　　均
給料月額

4人

(286,850)円

壱　岐　市

うち調理師

長　崎　県

国（減額後）

国（減額前）

4人

民 間  (Ｄ)

309,919円49.3 173人

201人

272,119円

373,125円 ― ―

平均年齢
平均給与
月額(Ｂ)

対応する
民間の

類似職種

―

平　　　均
給与月額

(国比較ﾍﾞｰｽ)

319,825円

―

319,825円

359,904円386,115円

調理師

―

―

373,125円

―

43.2 213,700円

Ａ／Ｂ

―

―

― ――

歳 ―

43.3 歳
(374,068)

41.1 歳

類似団体 42.5

民　　　　　間 参　考

1.7

国（減額前）
49.9 ――

309,534円

(325,400)円

―
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　　　　⑤消防職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　⑥医師・歯科医師職

歳 円 円 円

円 円

円 円

歳 円 円 円

　　　　⑦看護・保健職

歳 円 円 円

円 円

円 円

歳 円 円 円

　　　　⑧幼稚園教育職

歳 円 円 円

歳 円 円

　　　　給与改定・臨時特例法による給与削減措置がないとした場合の値（減額前）である。

　　　３　国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国比較ベース）」の括弧書きは、

― ―

平均年齢

区　　分 平均年齢 平均給料月額

長 崎 県

壱 岐 市 44.8 327,700

類似団体 45.8 583,400

区　　分 平均年齢 平均給料月額

――

（国比較ベース）
平均給与月額

――

336,800

41.3 285,500 338,633

―

299,395

― ―

―

46.8

長 崎 県

壱 岐 市

類似団体

国

38.3

―

327,901

平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

297,000

748,418645,800 1,477,654

平均給与月額

288,655

平均給料月額

―

276,600

―― ―

―

315,306347,809

（国比較ベース）

平均給与月額

― ―

340,325

平均給与月額
平均給与月額

327,740

312,287

（国比較ベース）

349,885

―

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 

国

（注）１　「平均給料月額」とは、２５年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

329,03242.2 ―類似団体

― ―

　　　　いて明らかにされているものである。　

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース　

　　　　（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。

　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお

309,549

―

299,098

―

―

歳

歳

国（減額前）
46.0

類似団体 40.4

国（減額後）

平均給与月額

(344,120)
―

(314,592)

775,184

1,271,362 752,099

294,383

(820,425)

―

国（減額前）
50.1

(491,680)

454,152国（減額後）

長 崎 県

壱 岐 市

38.2

区　　分 平均年齢

区　　分

長 崎 県

壱 岐 市
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円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円 円 円

円 円 円

円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

332,120

―

―

351,405

485,200 ―

140,100

―172,200

経験年数１０年～２０年未満

経験年数２０年～

133,418(140,100)

230,375
消防職

区　　　　分

242,123

257,550
看護・保健職

621,100

経験年数２０年～３０年未満

大　学　卒

短　大　卒

経験年数１０年～２０年未満

大　学　卒

大　学　卒 ―

区　　　　分

336,063

経験年数２０年～３０年未満

752,025

268,565

323,584

360,240280,488

163,987(172,200)

―

―

172,200

―140,100

172,200

172,200

127,700

140,100

福　祉　職
172,200 ―

――

―大　学　卒

高　校　卒

―

―

154,300

―139,700

―

―

――

―

国

（２）職員の初任給の状況（２５年４月１日現在）

壱　　岐　　市 長　　崎　　県

140,300

140,100

区　　　　　分

税　務　職

高　校　卒

高　校　卒

高　校　卒

中　学　卒

大　学　卒

一般行政職

技能労務職

大　学　卒

223,945

区　　　　分

医師・歯科
医師職

経験年数１０年～２０年未満経験年数５年～１０年未満

225,492

551,400

経験年数５年～１０年未満

176,510

247,523

高　校　卒

看護・保健職
198,800

188,900

247,285

189,596高　校　卒

経験年数１４年

203,870

経験年数２０年～３０年未満経験年数５年～１０年未満

239,590

218,690

経験年数２０年

329,441

347,249

消　防　職
140,100高　校　卒

大　学　卒

大　学　卒

医師・歯科医師職 大　学　卒

370,848

経験年数１０年～２０年未満

―

210,900

245,955

272,536

経験年数５年～１０年未満

254,315

経験年数２０年～３０年未満

福祉職

税務職

技能労務職

大　学　卒

区　　　　分

286,544

経験年数１０年～２０年未満

高　校　卒

295,070242,092

275,207

経験年数１５年～２０年

経験年数５年～１０年未満

区　　　　分

大　学　卒

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

（３） 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２５年４月１日現在）

経験年数１０年

一般行政職

区　　　　分

区　　　　分

―

高　校　卒

―

325,011

短　大　卒
（注）　国家公務員欄における括弧書きは、給与改定・臨時特例法による給与削減措置がないとした場合の値（減額前）である。
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

  

H25

H24
H23

　（注） 平成○年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ　

（２）昇給への勤務成績の反映状況

135,600　円

33

19.0%43

１　　級

２　　級

４　　級

３　　級

班長・主査

係長・主任主事

最高号給の
給料月額

（注）１　壱岐市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

人事評価制度導入準備中のため、現在は普通昇給のみの取り扱いとしており

６　　級

５　　級

11 4.9%

副主任

（注）平成１８年度に旧給料表の１級及び２級を１級に統合し、旧３級を２級とし旧４級及び旧５級を３級にそれ
ぞれ統合し、旧６級を４級と５級へ、旧７級を６級と７級へそれぞれ分割している。

勤務成績の昇給への反映は行っていない。

主事

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２５年４月１日現在）

区　　分 標準的な職務内容 職員数（人） 構成比（％）
１号給の
給料月額

40.7%92

6.6%15 185,800　円

222,900　円

320,600　円

261,900　円

243,700　円

307,800　円

354,700　円

388,300　円

課長・主幹・参事 400,600　円

422,600　円

456,200　円366,200　円

289,200　円

3.1%

11.1%

7

25

14.6%

７　　級 部長

課長・主幹

１級 

4.9% 
１級 

4.0% 
１級 

3.4% 

２級 

6.6% 
２級 

7.5% 
２級 

7.6% 

３級 

40.7% ３級 

28.3% 
３級 

27.4% 

４級 

19.0% 

４級 

10.2% 
４級 

12.2% 

５級 

14.6% 

５級 

23.9% 

５級 

24.1% 

６級 

11.1% ６級 

22.6% 

６級 

20.7% 

７級 

3.1% 

７級 

3.5% 
７級 

4.6% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２５年の構成比 １年前の構成比 ２年前の構成比 
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千円 千円
（２４年度支給割合） （２４年度支給割合） （２４年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当
 月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 (
（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参　考】 勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 その他の加算措置
（定年前早期退職特例措置　2%～20%加算） （定年前早期退職特例措置　2%～20%加算）

1.35 月分

壱　　　　　岐　　　　　市

職制上の段階、職務の級等による加算措置

55.86

職制上の段階、職務の級等による加算措置

29,575

・役職加算　5～10%

23.03
32.83

46.55

人事評価制度導入準備中のため、勤務実績の反映は行っていない。

（４）特殊勤務手当（２５年４月１日現在）

55.86

38.955

支　給　実　績　（２４年度決算）

・役職加算 5～20%　･管理職加算 10～20%

28.788

（２）退職手当（２５年４月１日現在）

壱　　　　　岐　　　　　市

職制上の段階、職務の級等による加算措置

55.8655.86
55.86
38.955

・役職加算 5～20%　･管理職加算 10～25%

千円

円

勤務日1日につき医師400円
その他の職員150円

国

28.788

7.01

手当の種類（手当数）

１人当たり平均支給額（２４年度）

４　職員の手当の状況

0.65

23.03

55.86

１人当たり平均支給額

2.60
― ―

1,603

長　　　　　崎　　　　　県

1.35

（３）地域手当・・・（該当手当なし）

46.55

（１）期末手当・勤勉手当

1,428

32.83

2.60 1.35 2.60

国

1.45 1.45

―

支給職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算）

8

778,295

左記職員に
対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（２４年度）

（1）～（4）従事した日
1日につき1,000円

（5）～（6）従事1件に
つき2,000円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２４年度に退職した職員に支給された平均額である。

１人当たり平均支給額（２４年度）

％

0.65）月分

精神科勤務手当

感染症及び結核
作業手当

医師又は
その他の職員

精神科に勤務
する医師

感染症防疫作業
等従事手当

船舶臨時運航業
務手当

船員

看護師等

手当の名称
主な支給
対象職員

従事1回につき500円

主な支給対象業務

（1）感染症患者又は感染症の疑い
のある患者の救護作業
（2）感染症患者又は感染症の疑い
のある患者に接する業務に従事す
るとき
（3）感染症菌の付着した又は付着
の危険がある物件の処理作業従
事
（4）結核予防及び感染症予防消毒
に従事
（5）結核病及び感染症死亡人処理
に従事
（6）行旅病人及び行旅死亡人の取
扱

臨時運航業務に従事した場合

精神科勤務

感染症及び結核に診療に従事

勤務日1日につき400円

支給実績
（24年度決算）

千円

50 千円

千円

33 千円

3,701 千円 25,742 千円
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・深夜を通じて勤務6,800円
・4時間以上勤務   3,300円
・2時間以上4時間未満勤務
　　　　　　　　　　　　 2,900円
・2時間未満勤務   2,000円

（1）月額6,000円
（2）日額290円

日額290円

（1）月額9,000円
（2）月額6,000円
（3）日額230円

・１回につき２,０００円
・待機を命ぜられた時間が
５時間未満の場合１回に
つき１,０００円

1戸500円以内

月額４,０００円

日額290円

1人につき月額23万円以内

待機を命じら
れた職員

助産師

看護師等

医師以外の
職員

診療放射線
技師
医療技師
その他の職
員

臨床検査
技師
看護師等

獣医師

獣医師

左記職員に
対する支給単価

従事１回につき20,000円

1頭125円以内

精神保健福祉
業務手当

予防接種手当

麻酔手当

指定獣医師手当

看護師等

医師

救急呼出待機
手当

出産介助手当

有害物取扱手当

夜間看護手当

防疫等作業手当

放射線取扱手当

獣医師手当

手当の名称

獣医師

主な支給
対象職員

正規の勤務時間の一部又は全部
が深夜（午後１０時～午前５時）に
おいて行われた看護等の業務に
従事

（1）臨床検査技師で、感染症の病
原体の検査等に直接従事、又は
食中毒菌に汚染されたおそれのあ
る物件の処理に専ら従事
（2）看護師等で、感染症の患者又
は感染症の疑いのある患者に接す
る業務に従事

(1)　診療放射線技師で、放射線の
照射作業に専ら従事
(2)　医療技師で、放射線の照射作
業の業務の補助に専ら従事
(3)　その他の職員が、放射線を照
射する作業に従事

精神保健指定医の診察の立会、
入院措置患者の護送、患者の面
談して相談、指導の業務

化学分析作業で人体に有害危
険なものに従事

主な支給対象業務

医術の向上、往診及び
救急患畜対応

IBR予防接種業務

自衛防疫業務

出産の介助に従事

緊急の呼出しに対応するため
待機を命ぜられた職員

支給実績
（24年度決算）

26,400 千円

全身麻酔業務に従事（所属診
療科以外)

732 千円

1,440 千円

920 千円

千円

千円

千円

※平成２５年度より夜間看護手当、防疫等作業手当、放射線取扱手当、精神保健福祉業務手当、有害物取扱手当、
出産介助手当、救急呼出待機手当を新設。

千円

千円

千円

千円
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（５）時間外勤務手当

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

14,108

9,429

職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算）

（６）その他の手当（２５年４月１日現在）

支 給 実 績 （ ２ ４ 年 度 決 算 ）

住居手当

●交通機関利用者：
　　最高支給限度額　55,000円
●交通用具利用者：
　　2ｋｍ～30ｋｍ距離区分に応じ
　　2,000円～13,700円

医術の向上のため、診療医師に対し月
額23万円以内の調査研究費を支給

同じ

宿日直手当

通勤手当

国の制度と
異なる内容

異なる

同じ

休日の勤務時間数×勤務１時
間あたりの給与額×135／100

扶養手当

内容及び支給単価

配偶者非扶養の場
合の 1人目

●借家・借間居住者：
・家賃23,000円以下の場合
　　家賃－12,000円
・家賃23,000円を超える場合
　　（家賃－23,000円）×1/2
　　　　　　　　　　　＋11,000円

手　当　名

特定扶養(満16歳年度
初めから満22歳年度
末)の子にかかる加算

管理職手当

準特地勤務手当

同じ

教育委員会の指導主事に支給
　（給料＋扶養手当）×8％

午後10時から翌日の午前5時まで
の間に勤務した交替制勤務者に
支給
支給額：夜間勤務時間数×勤務１
時間あたりの給与額×25／100

教育委員会の指導主事に対して
着任後3年以内に限り支給
　（給料＋扶養手当）×4％

85,770

教員特別手当

研究手当

管理職特別勤務手当

3,064

千円

2,146,667

379,355

0

437,784

119,826

千円

0

12,880

611

198

3,273

87,257

千円

平均支給年額

千円

千円

20,165

50,936

245,911

245,100

（２4年度決算）

円

支給実績
（２４年度決算）

千円

千円

職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算）

支 給 実 績 （ ２ ３ 年 度 決 算 ）

205

千円

千円

82,354

264,64611,909

支給職員１人当たり

その他扶養2人目以降 　6,500円

同じ

5,000円

国の制度
との異同

28,072

23,838

6,500円

11,000円

同じ

管理又は監督の地位にある職員に対
し、その特殊性に基づき、給料月額の
100分の18の範囲内

13,000円

配偶者がない場合の1人目

配偶者

千円

千円

千円

18,932

勤務1回につき　医師2万円
その他の職員4,200円

夜間勤務手当

特地勤務手当

勤務1時間
あたりの給
与額の算
出方法が
異なる

休日勤務手当

教育委員会の指導主事に対し2万
200円を超えない範囲で支給

臨時又は緊急の必要その他公務の運
営の必要により週休日又は休日に勤務
した管理職員に支給
支給額　1回につき6,000円以内

千円

千円

千円

千円

国：俸給の
特別調整額
として支給

86,703

異なる

同じ

同じ

209

勤務1時間
あたりの給
与額の算
出方法が
異なる
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円

円

円

円

円

円

円 円
（ 円 ）

円 円
（ 円 ）

円 円
（ 円 ）

円 円
円 円
円 円

月分

月分

　　 （　算　定　方　式　） （１期の手当額） （支給時期）

在任期間ごと

〃

―

200,000330,000

-

副 議 長

手　当　名 内容及び支給単価

役職加算　１５％

三島航路の船舶に乗り組み、運航及び
船舶保全その他船舶に従事する職員
月額2,000円

離島診療手当
離島医療確保上、困難な診療に従事
する職にある医師　月額30万円以内

異なる

816,000

989,000

食料手当

給

料

市 長

副 市 長

退
職
手
当

異なる単身赴任手当

副 市 長

２．９５
議 員

市 長

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         

９，２１６千円給料月額×在職年数×360/100

備　　　　考

給料月額×在職年数×600/100

副 議 長

病院に勤務する職務の者に支給
・薬剤師　月額70,000円、診療放射線
技師　月額7,000円、臨床検査技師　月
額7,000円、栄養士　月額7,000円、理
学療法士　月額7,000円、臨床工学技
士　月額7,000円、臨床心理士　月額
7,000円

技師手当

救急手当

１９，２００千円

円／
円／

5,292

483,000

259,000
（参考）類似団体における最高／最低額

474,000

千円

261,600

期
末
手
当

市 長
副 市 長
収 入 役
議 長

545,000

５　特別職の報酬等の状況（２５年４月１日現在）

調整手当

千円

2,841

1,308

医師の支給
率が異なる

医師及び教育委員会の指導主事に対
して支給
・医師　月額 30,000円
・指導主事　(給料＋管理職手当＋扶
養手当)×３％

区 分

千円

千円

8,455

支給額　月額23,000円
ただし、職員の住居と配偶者の住居間
の距離が100キロ以上の場合は加算有
（距離により6,000～45,000円支給）

230,000

給 料 月 額 等

800,000
-
640,000

円／

768,636

支給実績
（２４年度決算）

千円

円／

196,000

21,000

加算額が
異なる。

千円

支給職員１人当たり

平均支給年額

収 入 役

380,000

議 員

（２４年度決算）

180,000

84

16,680

          　１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

２．９５

備　　　　考

218,512

-

450,000

議 長

-

報

酬

― ―

-

円／

-

国の制度
との異同

役職加算　１５％

     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、

　　（２４年度支給割合）

収 入 役

救急患者の対応のため緊急に正規の
勤務時間外に勤務した次の職務の者
へ支給
・医師　勤務1回　10,000円
・医師以外で管理職手当が支給される
職にある者　勤務1回　2,500円

300,000
　　（２４年度支給割合）

円／

2,780,000

国の制度と
異なる内容

9



６　職員数の状況

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

人

人）

人

人）

人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（２）職員の任免に関する状況

0

1 業務増

業務増27

14

業務増54

4

対前年
増減数

0

0

主 な 増 減 理 由

（類似団体の人口１万人当たり職員数

業務増1

＜参考＞

6

0

13

7

546

203

人口１万人当たり職員数 120.4

48

＜参考＞

61 61

事務の統廃合

43

343 350

139 123

下水道 2

水　道

2

[　0　］[　　690　　］ 人口１万人当たり職員数 185.5[　　690　　］

消防部門

合　　計

　
会
計
部
門

公
営
企
業
等

病　院

7

13

1

48

234

△ 16

67

0

2

教育部門

その他

総　務

44

交　通

14

民　生

衛　生

26

66

小　計

小　計

　　　　　　　区　　分
部　　門

計

土　木

189

539 △ 7 ＜参考＞

△ 14

商　工

37

0

0

1

一
般
行
政
部
門

議　会

241

職 員 数

37

25

8

27

農林水産

（類似団体の人口１万人当たり職員数 94.0

256

普
通
会
計
部
門

9

4

7

1

税　務

82.9

業務増

平成２４年 平成２５年

（注）１．職種区分は、「平成２５年度地方公務員給与実態調査」による。

　　　２．職種区分の「その他」のうちの「その他」とは、海事職、福祉職、消防職等である。

業務増

人口１万人当たり職員数

業務増

71.57

ア　平成２４年度及び平成２５年度の職種別採用者数

　　　　　　　　　区分
職種

平成２５年度 平成２４年度

H25.4.1 H24.4.1 H24.4.2～H25.3.31

一般行政職 3 3 1

技能労務職 0 0 0

幼稚園教育職 0 0 0

その他

医療職 7 2 1

看護・保健職 5 3 0

薬剤・医療技術職 1 3 0

その他 7 9 1

計 23 20 3
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27歳

（３）年齢別職員構成の状況（２５年４月１日現在）

区　分

～

未満

20歳 20歳

23歳

～ ～ ～

計

48歳 56歳 60歳52歳

51歳

～～

40歳

～

36歳 44歳

55歳

32歳

～ ～

43歳31歳 35歳

28歳

39歳 47歳

人 人

59歳 以上

人

18 23

人 人 人

53883 46 86658

人 人 人

55476
職員数

76

人

～

24歳

人 人

52

人

イ　平成２４年度職種別事由別離職者数

　　　　　　　　　区分
職種

合計 定年退職 希望退職 普通退職 その他

一般行政職 6 3 3 0 0

技能労務職 0 0 0 0 0

幼稚園教育職 0 0 0 0 0

その他

医療職 2 0 0 2

薬剤・医療技術職 1 1 0

0

看護・保健職 17 0 10 7 0

0 0

その他 7 3 1 0 3

計 33 7 14 9 3

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2
0
歳
未
満
 

2
0
―
2
3
 

2
4
-
2
7
 

2
8
-
3
1
 

3
2
-
3
5
 

3
6
-
3
9
 

4
0
-
4
3
 

4
4
-
4
7
 

4
8
-
5
1
 

5
2
-
5
5
 

5
6
-
5
9
 

6
0
歳
以
上
 

構成比 

１年前の構成比 

% 
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（３）職員の推移
（単位：人・％）

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

      ２　合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

８　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）休暇の種類

（２）一般職員の勤務時間の状況及び年次有給休暇の取得状況

（３）育児休業の取得状況

（４）介護休暇の取得状況

人

▲37 ( ▲16.4%)

▲21 (▲8.0%)

▲ 5 ( ▲9.4%)

▲ 2  (▲3.2%)

合計3～6ヶ月未満 6～9ヶ月未満 9ヶ月～1年未満 1年～1年3ヶ月未満

人

人

2

5月超

0 00

（注）取得者数は、平成24年度中に新たに育児休業を取得した職員数を記載している。

人人

3ヶ月以下

6 0

教　育

消　防

普通会計計

226

378

63

53

開始時刻 休息時間

▲65 (▲10.8%)

終了時刻 休憩時間

一般行政

２１年
過去５年間の

増減数（率）
２５年２２年 ２３年

公営企業等会計

50

63

　　　　　 区分
部門

２０年

▲28 (▲7.4%)

604

48

224

563

219

358

62

366

577

262 250 246

350

２４年

49

234

590 546

53

職員の休暇の種類には、①年次有給休暇　②公傷休暇　③病気休暇　④療養休暇
　　　　　　　　　　　　　　　　⑤生理休暇　⑥特別休暇　⑦組合休暇　⑧介護休暇があります。

内　　　　　　　　　　　容

7時間45分

日

539

1日の正規の
勤務時間

総合計

1週間の正規
の勤務時間

平均取得日数

12:00～13:00

年末に年次有給休暇の使用残日数がある場合は20
日を限度として翌年に繰り越すことができる。

38時間45分 8:30 17:15

0
取得者数

人 人

年次有給休暇
1年に20日付与（４月1日付新規採用職員　15日）

３月を超え
４月以下

0
取得者数

0

人人 人

４月を超え
５月以下

6161

0

平成19年10月1日廃止

合計

12

189

人

２月を超え
３月以下

１月を超え
２月以下

343

（注）1　一般職員とは、非現業の一般職に属する職員のうち、市長部局に勤務する職員である。

　　　2　年次有給休暇の平均取得日数は、平成24年1月1日から平成24年12月31日までのものである。

1月以下

203

4

241

8.9

人

（注）取得者数は、平成24年度中に新たに介護休暇を取得した職員数を記載している。

0

239

48

350

62

213

人
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９　職員の分限及び懲戒処分に関する事項

１０　職員の服務に関する事項

１１　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

・コンプライアンス研修（法令遵守・守秘義務） H25.2.21～22 154

戒　告

215

・地方税特別現地研修

・法制執務研修

H24.7.3～4

②　信用失墜行為の禁止

④　職務に専念義務
③　秘密を守る義務

⑦　営利企業等の従事制限
＊平成２４年度は、服務義務違反により処分された職員は１人である。

⑥　争議行為等の禁止

H24.11.1～2集合研修

H24.8.9～10

20

参加人数
（延べ人数）

免　職 免職

評　　定　　の　　方　　法 評定結果の活用

未　　　　実　　　　施

（１）研修の状況（２４年度実績）

21

評　定　者

H24.6.12～13

（２）勤務成績の評定の状況（２４年度）

・施工プロセス調査の結果と対応

1

16

1

①　法令等及び上司の職務上の命令に従う義務

＊懲戒処分・・・職員に、法令等違反や全体の奉仕者
である公務員としてふさわしくない非行があった場合
などに、公務員関係の秩序を維持するため、制裁とし
て行うもの

＊分限処分・・・公務の能率を維持し公務
の適正な運営を確保するため、勤務実績
が良くない場合や心身の故障により長期の
休養を必要とする場合に、職員の意に反し
て行うもの

　すべての職員は、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務し、職務遂行に当たっては全力
を挙げてこれに専念しなければならない。この服務の根本基準を忠実に実行するため、地方公務員
法の規定により職員には次のような職務上の義務が課されている。

0人 0人 0人2人 0人

停　職減　給降　任

外部派遣研修

合　　　計

H24.8.27～31

・フォローアップ研修

・副市町村長・総務部長研修会

H24.6.12～13

合　　　計

休　職

・パソコン研修（EXCEL中級）

⑤　政治的行為の制限

区分 内　　　　　　容

1人

5

2

1

・新規採用職員研修 H24.4.10～13

実施日等

0人

（注）人数は、平成24年度中に対象となった職員数を記載している。

20

3

2

1

H24.6.13～14

H24.7.19

・法律実務研修 H24.10.22～23

・中都市中堅職員研修

H24.8.22

・地質調査の活用と事例紹介

・九州徴収フォーラム、LGNet研修会

13



１２　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）職員の社会保障

（３）その他の福利厚生事業の状況

（４）勤務条件に関する措置に関する要求等の状況

　地方公共団体は、地方公務員法により職員の福利厚生の計画を樹立し、実施することが義務付けら
れています。壱岐市においても、職員の健康保全・生活の安定を目的に支援を行っています。

実　　施　　主　　体 内　　　　　　　容区　　分

短期給付事業、長期給付事業及び保健
事業等を行っている。民間事業者に例
えると社会保険、厚生年金等に相当す
る。

区　　　　分 受診者数

（２）職員の健康診断の状況（２４年度）

公務災害補償制度 地方公務員災害補償基金

職員が公務上受けた労働災害を、公務
災害といい、地方公務災害補償法に基
づく補償を受ける。
（平成２４年度　認定件数　３件）

公立学校共済組合長崎県支部
共　済　制　度

長崎県市町村職員共済組合

　地方公務員法に基づき、職員は、給与、勤務時間その他勤務条件について、公平委員会に地
方公共団体の当局により適切な措置が執られるべきことを要求することができる。また、任命権者
が、職員に対して行った不利益な処分について、公平委員会に対して不服申立てができるように
なっている。
　壱岐市は、平成２１年度より長崎県市町村公平委員会を県内４市（対馬市、西海市、雲仙市、南
島原市）及び長崎県市町村総合事務組合と共同設置している。
　平成２４年度においては、「勤務条件に関する措置の要求」及び「不利益処分に関する不服申立
て」についてはいずれも０件であった。

スポーツ・レクリエーション活動奨励のため、職員が団体
で参加するスポーツ行事等について、その参加経費を助
成する。

２４年度
決算額(円)

10175,665

内　　　　　　容 対象件数

長崎県市町村職員共済組合　保健事業による

定期健康診断 427

101

人間ドック（１日） 131

人間ドック（２日）
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